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用
力
が
あ
り
、
企
業
に
お
け
る
処
遇
改

善
の
目
安
に
も
な
る
技
能
に
つ
い
て
厚

生
労
働
大
臣
認
定
を
進
め
る
こ
と
で
、

技
能
検
定（
◆
）
を
補
完
す
る
職
業
能
力

検
定
制
度
と
し
て
民
間
検
定
の
活
用
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
認

定
を
受
け
た
団
体
等
に
対
す
る
認
定
式

の
開
催
等
を
通
じ
て
、
労
働
者
等
の
職

業
能
力
検
定
構
築
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
な
げ
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

厚
生
労
働
省
は
、
令
和
５
年
10
月
11

日
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く

社
内
検
定
認
定
制
度
と
し
て
、
富
山
県

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
会（
富
山
県
富
山

市
）
が
実
施
す
る「
押
出
成
形
社
内
検

定
」を
厚
生
労
働
大
臣
認
定
し
ま
し
た
。

　

押
出
成
形
と
は
、
熱
で
柔
ら
か
く
し

た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
材
料
を
金
型
で
押
し

出
す
こ
と
に
よ
り
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
成

形
す
る
加
工
法
で
す
。
ど
こ
を
切
っ
て

も
同
じ
形
状
と
な
る
こ
と
が
特
徴
で
、

成
形
品
の
例
と
し
て
は
、
ホ
ー
ス
、
樹

脂
窓
枠
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

富
山
県
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
業
会
で

は
、「
押
出
成
形
社
内
検
定
」
を
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
に
技
能
の

習
得
及
び
自
己
啓
発
の
目
標
を
与
え
る

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
合
格
者
に
対

し
て
は
、
各
企
業
の
規
定
等
に
従
い
、

奨
励（
昇
進
昇
格
の
考
慮・
一
時
金
支

給
）を
実
施
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
社

内
検
定
認
定
制
度
は
、
昭
和
59
年
に
開

始
さ
れ
て
い
ま
す
。個
々
の
企
業
や
団
体
、

そ
こ
で
働
く
労
働
者
を
対
象
に
独
自
に

実
施
す
る
職
業
能
力
検
定
の
う
ち
、
学

科
試
験
及
び
実
技
試
験
で
行
わ
れ
、
客

観
的
か
つ
公
正
な
基
準
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
こ
と
、
労
働
者
の
社
会
的
評
価

の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
も
の

に
つ
い
て
認
定
を
行
う
も
の
で
す
。

　

認
定
を
受
け
た
社
内
検
定
は
、「
厚

生
労
働
大
臣
認
定
」
の
表
示
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。令
和
５
年
11
月
現
在
、

44
社（
一
部
は
業

界
団
体
）が
１
１
３

職
種
に
つ
い
て
検

定
を
実
施
し
て
お

り
、
令
和
4
年
度

は
約
１
万
人
が
こ

の
制
度
に
よ
る
社

内
検
定
を
受
検
し

て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
能

力
評
価
担
当
参
事

官
室
に
よ
れ
ば
、

個
々
の
企
業
や
団

体
の
外
部
で
も
通

厚
生
労
働
省
ト
ピ
ッ
ク
ス
②�

（
人
材
開
発
統
括
官
）

「
押
出
成
形
社
内
検
定
」を

社
内
検
定
認
定
制
度
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
認
定
し
ま
し
た

■押出成形社内検定の概要

◆
技
能
検
定

　

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ

く
職
業
能
力
検
定
で
、
合
格
す
る

こ
と
で「
技
能
士
」と
名
乗
る
こ
と

が
で
き
る
名
称
独
占
の
国
家
資
格
。

令
和
５
年
11
月
現
在
１
３
１
職
種

で
整
備
さ
れ
て
い
る
。
技
能
検
定

の
対
象
と
な
る
技
能
は
、
全
国
的

か
つ
業
界
標
準
的
な
普
遍
性
を
有

す
る
技
能
で
、
職
種
を
新
設
す
る

場
合
に
は
年
間
１
、０
０
０
人
程
度

の
受
検
者
が
見
込
め
る
職
種
で
あ

る
な
ど
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が

あ
る
。

認定式の様子
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最　近　の　労　働　情　勢

項　　　　　　目 令和５年８月 令和５年９月 令和５年10月 備　　　　　　考

就 業 者 数
実　　数（万人） 6,773 6,787 6,771 

実数は原数値
総務省統計局

「労働力調査」

前年同月比（％） 0.3 0.3 0.2

完全失業者数
実　　数（万人） 186 182 175
前年同月比（％） 5.1 ▲ 2.7 ▲ 1.7

完 全 失 業 率
	 （％） 2.7 2.6 2.5
季節調整値（％） 2.7 2.6 2.5

新 規

求　　　人（％） 1.0 ▲ 3.4 ▲ 1.8
前年同月比

厚生労働省

「職業安定

　　業務統計」

求　　　職（％） ▲ 2.4 ▲ 1.1 4.4
求 人 倍 率（倍） 2.33 2.22 2.24 季節調整値

有 効

求　　　人（％） ▲ 1.1 ▲ 1.8 ▲ 1.5
前年同月比

求　　　職（％） ▲ 0.4 0.4 1.6
求 人 倍 率（倍） 1.29 1.29 1.30 季節調整値

就 職 件 数
実　　数（千件） 88 98 102 

実数は原数値
前年同月比（％） ▲ 2.4 ▲ 1.3 3.1

企 業 倒 産
実　　　数（件） 760 720 793 負債総額

1千万円以上

東京商工

リサーチ調べ前年同月比（％） 54.5 20.2 33.1

１．概　要
社内検定認定制度は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第50条の２及び第51条に基づき、
事業主又は事業主団体等が、その雇用する労働者等の技能と地位の向上に資することを目的に、
労働者が有する職業に必要な知識及び技能について、その程度を自ら検定する事業（すなわち社
内検定）のうち、一定の基準に適合し、技能振興上奨励すべきものを厚生労働大臣が認定するもの。
２．効　果
・認定を受けた社内検定は、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。
・�厚生労働大臣は、認定した社内検定の名称、対象職種の名称、事業主の名称・所在地を厚生労働
省のホームページにて公示する。

●認定の基準　「職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準」（平成28年３月28日厚生労働省告示第98号）
・検定が、直接営利を目的とするものでないこと
・学科試験及び実技試験で行われ、客観的かつ公正な基準に基づくものであること
・労働者の社会的評価の向上に資すると認められるものであること 等

●認定実績
　113職種 （令和５年11月末日現在）

●対象者
　�事業主（事業主団体等の場合は、その構成員である事業主）に雇用される労働者（事業主団体等の場
合は、その構成員である一人親方等も可）。

　注）来年度より、雇用される労働者以外の者も対象とする拡充を行う予定。

■社内検定認定制度の概要




